
助成対象事業者 

業種・組織形態 助成対象者 

① 製造業、建設業 、運輸業 資本金の額又は出資の総額が３億円以下の会社並び

に常時使用する従業員の数が３００人以下の会社及び

個人事業主 

② ゴム製品製造業（※タイヤなど

一部を除く） 

資本金の額又は出資の総額が３億円以下の会社並び

に常時使用する従業員の数が９００人以下の会社及び

個人事業主 

③ 卸売業 資本金の額又は出資の総額が１億円以下の会社並び

に常時使用する従業員の数が１００人以下の会社及び

個人事業主 

④ サービス業 資本金の額又は出資の総額が５千万円以下の会社並

びに常時使用する従業員の数が１００人以下の会社及

び個人事業主 

⑤ 小売業 資本金の額又は出資の総額が５千万円以下の会社並

びに常時使用する従業員の数が５０人以下の会社及び

個人事業主 

⑥ ソフトウェア業・情報処理サー

ビス業 

資本金の額又は出資の総額が３億円以下の会社並び

に常時使用する従業員の数が３００人以下の会社及び

個人事業主 

⑦ 旅館業 資本金の額又は出資の総額が５千万円以下の会社並

びに常時使用する従業員の数が２００人以下の会社及

び個人事業主 

⑧ 政令で定める業種 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で

定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の

数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個

人事業主 

⑨ その他の業種（上記以外） 

※農業法人、農業従事者、水産

養殖業者、林業者、漁業者はこ

ちらに該当 

資本金の額又は出資の総額が３億円以下の会社又は

常時使用する従業員の数が３００人以下の会社及び個

人事業主 

⑩ 組合、連合会 中小企業経営強化法第２条第１項第６号から第８号に

規定される組合及び連合会 

⑪ 医療法人、学校法人、社会福

祉法人 

常時使用する従業員の数が１００名以下の者 

⑫ 社団法人（一般・公益） 直接又は間接の構成員の３分の２以上が中小企業者

であり、かつ、上記①～⑧の業種区分に基づき、その主

たる業種に記載の従業員規模以下の者 

⑬ 財団法人（一般・公益） 上記①～⑧の業種区分に基づき、その主たる業種に記

載の従業員規模以下の者 

⑭ 特定非営利活動法人 上記①～⑧の業種区分に基づき、その主たる業種に記

載の従業員規模以下の者 

 


